
 

議案第２６号 

 

教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る協議の締結について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の７の規定に基づき、静岡市教育委員会の権

限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に補助執行させることについて、市長と協議書を

取り交わしたい。 

令和４年２月１８日提出 

 

静岡市教育委員会 

教育長  赤 堀  文 宣      

（教育委員会事務局教育局教育総務課） 

 

記 

１ 内  容   別紙のとおり 

２ 提案理由   令和３年12月27日に静岡市文化財資料館が閉館したことに伴い、所要の改正

を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規２－(１) 
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